
令和6年6月28日

備考

1,737,656 円 1,026,000 円

2,469,610 円 1,472,000 円

2,469,610 円 1,501,000 円

2,469,610 円 1,526,030 円

1,683,825 円 1,199,953 円

861,398 円 681,342 円 平均年齢　４３．４歳
　うち新規採用職員
　（大学卒）平均 320,710 円 271,578 円 令和６年４月１日採用
　うち新規採用職員
　（高校卒）平均 262,560 円 222,333 円 〃

支給人員 832,925 円 626,404 円 平均年齢　４３．４歳

① 7,447 人 ａ 円
職員の総支給額（市長、副市長、
監査委員（常勤）含む）

2,639,000 円 1,806,000 円

2,426,937 円 1,743,000 円

2,262,000 円 1,703,015 円

② 67 人 ｂ 円

1,933,559 円 1,357,000 円 期末手当　２．１５月分

858,493 円 688,615 円

③ 8,406 人 c 円

1,903,910 円 1,356,198 円 期末勤勉手当　２．２５月分

874,995 円 705,399 円

④ 1,626 人 d 円

1,937,343 円 1,382,560 円 期末手当　２．１５月分

726,887 円 587,045 円

⑤ 1,805 人 e 円

６  上下水道局 1,933,559 円 1,374,117 円 期末手当　２．１５月分

879,383 円 698,703 円

⑥ 1,091 人 f 円

金額 円

人員 人

支給額 850,329 円

手取額 678,838 円

※上記数値は再任用職員を含み、会計年度任用職員を除く。

※平均の小数点以下は切り捨て

支給人員

1,422,742,608

５  交通局

職員平均（教育長含む）

総支給金額

局長

職員平均（消防局長含む）

総支給金額

管理者

職員平均（管理者含む）

総支給金額

管理者

職員平均（管理者含む）

支給人員

1,312,031,919

支給人員

7,216,495,325

４　消防局

支給人員

総支給金額

職員平均
（市長･副市長･監査委員

（常勤）・市会議員除く）

959,407,205

合計
17,484,131,347 （a＋b＋c＋d＋e＋f）

20,442 （①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥）

（報道発表資料）

　令和６年６月２８日(金)支給の令和６年度夏期手当について、お知らせします。

6,421,358,353

２  市会

 ※支給率は表１参照

(参考)前年度職員平均

総支給金額

職員平均
（市長、副市長、監査委員
（常勤）除く）

議長

松井市長

岡田副市長

吉田副市長

坂越副市長

監査委員(常勤)

任命権者
支給額 手取額

１  市長部局

※各委員会事務局を含む

京都市総合企画局
市長公室広報担当
Tel 075-222-3094

令和６年度 夏期手当

内容
職名等

支給人員

152,095,937

３  教育委員会

副議長
一般議員平均
 （議長、副議長除く）

総支給金額

教育長

 ※支給率は表１参照



表１  市長部局・市会議員の支給率について
計

３．２５月分

一般職員 ４．５月分
２．３５月分

３．２５月分

３．２５月分

一般職員 ４．５月分
２．３５月分

３．２５月分

人数 カット率

1人 30 ％ 744,710 円

3人 12 ％ 1,010,295 円

4人 1,755,005 円

　

○問合せ先
市長部局 行財政局総務事務センター

市会事務局 市会事務局総務課

教育委員会 教育委員会総務課

消防局 消防局人事課

交通局 交通局職員課

上下水道局 上下水道局職員課

市会議員 １．６２５月分 １．６２５月分

１．１７５月分

区分

２．２５月分 ２．２５月分
再任用職員 １．１７５月分

夏期 年末

令和６年度

市長･副市長
・監査委員（常勤）

１．６２５月分 １．６２５月分

表２  市長・副市長の減額措置について

市長・副市長は、令和６年度の夏期手当について、次のとおり減額を行います。

２．２月分
令和５年度

市長･副市長
・監査委員（常勤）

１．６２５月分 １．６２５月分

２．３月分
再任用職員 １．１５月分 １．２月分

市会議員 １．６２５月分 １．６２５月分

０７５－８６３－５０７２

０７５－６７２－７８０３

０７５－３６６－０１２７

０７５－２２２－３７００

０７５－２２２－３７６７

カット額対象

市長

副市長

合計

※市長及び副市長は、平成13年3月以降、給与及び期末手当の減額措置を継続して実施しています。（平成13年3月～
平成20年12月：市長15%、副市長10％、平成21年1月～令和3年3月：市長20%、副市長12%、（令和2年度の夏期手当
は、市長30%、副市長20%）、令和3年4月～令和6年3月：市長30%、副市長15%、令和6年4月～令和7年3月：市長30％、
副市長12%）

０７５－２１２－６６６２

－


